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令和２年度のスタートです 
６月1日に，令和２年度の入学式が行われました。今年度は体育館工事のため，集会室での式と

なりました。新入生は学校生活への期待と不安で緊張していましたが，保護者の皆様や御来賓の

PTA会長，教職員に見守られながら，立派な態度で式に臨むことができました。今後は，「新しい生

活様式」に則りながらの学校生活がスタートしますが，これまでと違う教育活動の中でも，児童生徒

や保護者の皆様の御期待に応えられるよう努めてまいります。 

なお，新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から以下のような方針で教育活動を進

めてまいりますので，御理解と御協力をお願いいたします。 

 

 
学校再開における方針について 

 

１ 基本方針 

 １）３つの「密」（密閉空間，密集場所，密接場面）を避けた教育活動に努めます。 

 ２）基本的な感染予防に努めます。 

 ３）児童生徒の健康管理を家庭と連携しながら進めます。 

４）職員の健康管理に努めます。 

 ５）学校の衛生管理に努めます。 

 ６）心のケアに関する支援に努めます。（ふだんと違う学校生活や感染するかもしれないという不

安などによる心理的ストレスに適切に対応。感染者，濃厚接触者等への偏見や差別が起こら

ないように指導します。） 

 

２ 学習活動の実施に当たって 

 １）外部との交流活動など共同の学習は当面の間中止します。 

   ・交流学習  ・校外学習  ・看護実習   

 ２）運動会については，学習時間が十分に確保できないこと，夏休み以降の他の行事との兼ね 

合いから設定が難しいこと，３つの「密」が避けられないこと等から，今年度は行いません。 

ここのスペースには，入学式の様子の写真が掲載されていましたが， 

ホームページアップする際には，割愛させていただきました。 



３）「音楽」の学習においては，集団での歌唱や児童生徒同士の身体接触が伴う活動につい 

ては，当面の間行いません。 

 ４）「保健体育（体育）」においては，児童生徒の身体接触を伴う活動について，できる限り避けた

学習を行います。 

なお，学習中は，児童生徒同士の距離を取り合うようにし，教師は原則としてマスクを着 

用します。 また，プール学習については，通常の体育の活動に比べ，飛沫感染のリスクが高 

いことから，今年度の学習は行いません。 

 ５）全校での集会活動，高等部の学部全体での活動等は，３つの「密」が避けられないことか 

ら，当面の間行いません。 

６）相談室（昇降口左側）を第２保健室として設置しました。発熱時の迎えの際には，事務室に御

声掛けいただいた後，第２保健室での対応となります。 

 

３ 学習場面での主な対応について 

１）学習環境への配慮 

  ①教師の手指を清潔に保ち，原則としてマスクを着用します。児童生徒にも可能な範囲でのマ 

スクの着用をお願いします。 

②児童生徒同士の密集を避け，間隔をあけて活動に臨むようにします。児童生徒同士の活動 

や教師の支援の際には，できる限り対面しないように配置を工夫します。 

③教室を清潔に保ち，できれば窓や扉を開けたままにし，常時換気します。難しい場合は，休み 

時間ごとに５～１０分，換気を行います。 

④共通で使用する教具には，消毒を行います。 

⑤車椅子のグリップの消毒をこまめに行います。 

⑥放課後には活動場所の清掃,消毒を行います。また,テーブル等の消毒を行います。 

⑦実態に応じて感染拡大防止に関する指導を行います。 

２）児童生徒への配慮 

①児童生徒の手洗いや手指消毒をこまめに行うよう，指導・支援を行います。 

②排せつの支援においては手袋を使用したり，必要に応じて複数で対応したりして，感染防止 

  に努めます。 

３）給食指導時の対応 

①間隔を開け対面を避けて着席し，できるだけ会話を控えます。 

②教師はこれまで同様,エプロン,三角巾,マスクを着用し,清潔な手で摂食指導に当たります。 

③自分で歯磨きできるお子さんについては，３密にならないよう配慮した上で，鏡やイラストな 

どを見ながら自分で磨くように指導します。 

④感染を防ぐことを優先し，教員によるお子さんへの歯磨きや仕上げは行わないことにします。 

  食後にぶくぶくうがいをする，水を飲ませるなど，お子さんによってできることを代わりに行い 

ます。 

 



４  保護者の皆様にお願いしたいこと 

     学校では，以上のような基本方針にのっとり最大限の努力をいたしますが，それでも完全に感

染を防ぐことは困難になることも考えられます。そこで，登校再開に当たり以下のことをお願いい

たします。 

①基礎疾患のあるお子様については，登校の可否や登校時における留意点など主治医と御相

談の上，お子様の状態等に基づいた登校の判断をお願いします。 

②毎朝検温，健康観察を行い，登校の判断をお願いします。また，健康カードを持参させてく 

ださい。学校におきましても，午前に1回検温するほか，状況に応じて検温いたします。発熱 

等が確認された場合は，お迎えをお願いしますので，御承知おき願います。 

③登校時，下記の物を持たせてください。 

      ・必要に応じて，手を拭くための予備のハンカチやタオル 

      ・清潔なビニール袋または布製の巾着 

      ・補給用の水分（水筒など） 

    ④感染リスク等への不安から学習活動への参加を希望しない場合や，登校を見合わせる場合

など，学校へ御相談ください。なお，登校を見合わせる場合，「出席しなくてもよい日」として扱

い，欠席とはなりません。 

    ⑤発熱で欠席した場合は，下熱後３日間は登校することができません。なお，下熱後の３日間は，

「出席停止」として扱い欠席とはなりません。 

 ⑥お子様だけではなく，御家族の皆様も体温測定や体調チェックを行い,もしも,家族や近親 

者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合や新型コロナウイルス感染者の濃厚接触 

者となった場合は,速やかに,学校へ御連絡ください。 

 

お知らせ 
☆水梨小学校体育館で体育の学習を行います 

本校体育館工事に伴い，代替施設として，水梨小学校体育館をお借りして体育の授業を行う 

ことになります。基本的には，火曜日は小中学部，水曜日は高等部，木曜日は小学部，金曜日は

中学部が使用する予定です。 

☆５月中の登校日は，授業日として扱わないことになりました 

５月１９日付けのメール等で，５月中の登校日について，授業日として扱うと御連絡いたしまし 

たが，県からの通知があり，変更いたします。何卒，御了承ください。４月，5月の授業日は，全校 

０日です。 

☆夏季休業日を短縮いたします 

授業時間の確保のため，夏季休業日を短縮し，授業を行うことといたします。 
 

夏季休業日       ８月１日（土）から８月２５日（火）まで 

夏休み前の授業日 ７月３１日（金）まで 

 



○ ６月８日（月）～３０日（火）の予定 

日 曜日 行事等 小学部 中学部 高等部 

８ 月 ・小中登校日       

９ 火 ・高登校日       

１０ 水 ・小中登校日 ・身体測定     

１１ 木 ・高登校日       

１２ 金 ・小中登校日 ・身体測定（重） ・身体測定（重）   

１３ 土         

１４ 日         

１５ 月 ・高登校日      

１６ 火 ・小中登校日   ・身体測定   

１７ 水 ・高登校日      

１８ 木 ・小中登校日 ・尿検査 ・尿検査   

１９ 金 ・高登校日     
・尿検査 

・身体測定 

２０ 土         

２１ 日         

２２ 月 ・通常登校（２２日～）       

２３ 火 ・13:30下校 

・高面談(高) 
    ・高面談 

２４ 水 ・13:30下校 

・高面談(高) 
    ・高面談 

２５ 木 ・13:30下校 

・高面談(高) 
  ・高面談 

２６ 金 ・13:30下校 

・高面談(高) 
    ・高面談 

２７ 土         

２８ 日         

２９ 月 ・小中面談(小) 

・小中面談(中) 
・小中面談 ・小中面談   

３０ 火 ・小中面談(小) 

・小中面談(中) 
・小中面談 ・小中面談   

 
お願い 
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため，登下校時の保護者の皆様の送迎の御協力ありがとう

ございます。送迎の時刻が，スクールバスの発着時刻（９：００前後，１４：４０前後）と重なる場合は，職

員駐車場（学校上側の愛林公益会の駐車場）に車を止めて送迎をお願いいたします。御理解と御協

力をお願いいたします。 


